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   Ａ２３Ｊ   3/00     (2006.01)
   Ａ２３Ｌ   1/305    (2006.01)
   Ａ２３Ｌ   1/30     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ２３Ｊ   3/00    ５０１　
   Ａ２３Ｌ   1/305   　　　　
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【手続補正書】
【提出日】平成26年11月21日(2014.11.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
（２）本発明のアロニアの抽出物
　本発明の食品組成物は、必須成分としてバラ科アロニア属のアロニアの抽出物を含有す
ることを特徴とする。さらに具体的にはアロニア・アルブティフォリア、アロニア・メラ
ノカルパ、アロニア・プルニフォリアの1種又は２種以上から選択されることが好ましい
。ここでいう抽出物とは、具体的には植物抽出物自体、植物抽出物を分画及び／又は精製
した分画、並びに精製物の溶媒除去物の総称を意味する。アロニアの抽出物の作製に用い
る植物部位としては、果実部が好適に例示できる。抽出に際して、植物体乃至はその乾燥
物は予め、粉砕或いは細切して抽出効率を向上させるように加工することが好ましいが、
該抽出物としては、果実部をそのまま圧搾することによって得られる果汁を用いることが
特に好ましい。本発明の食品組成物における、好ましいアロニアの抽出物の含有量は、総
量で、食品組成物全量に対して０．０２質量％～２５質量％であり、より好ましくは０．
１質量％～１０質量％である。これは少なすぎると前記コラーゲンペプチドの臭味を抑え
られない場合が存し、多すぎると、アロニアの抽出物自身の渋味が悪化し、アロニアに含
有されるアントシアニンの安定性も悪化する場合が存するためである。
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